
 一般贈与（暦年課税制度） 相続時精算課税 相続税 

 贈与税の課税方法には「暦年課税制度」と「相続税

精算課税制度」の２つがあり、受贈者は贈与者ごと

にそれぞれの課税方法を選択することができます。

ただし、途中変更はできません。 

 

趣旨  贈与を受けたときに贈

与財産に対する贈与税

をいったん支払い、贈

与者が亡くなったとき

にその贈与財産と相続

財産とを合計した価格

を基に相続税額を計算

し、既に支払った贈与

税額を控除するもので

す。 

 

（将来、相続税がかか

ることが確実な人に

は、あまり意味があり

ません） 

 

 

改正（Ｈ２

７～） 

基礎控除１１０万円につい

ては変化なし。税率は多少

変化。 

適用対象者が拡大 基礎控除３０００

万円＋600 万円×法

定相続人 

贈与者の条

件 

制限なし ６５歳以上の親  

受贈者の条

件 

制限なし ２０歳以上の子  

非課税範囲 年間１１０万円 

（夫婦間の贈与であれば２

１１０万円までの配偶者控

除制度あり。ただし申告が

必要、２０年婚姻、居住用

など条件あり） 

 

 

 

２５００万円 （ただし配偶者は 1

億６０００万円ま

で非課税） 



 一般贈与（暦年課税制度） 相続時精算課税 相続税 

税額 １０％～５０％ （受贈額－２５００万

円）×２０％ 

１０％～５５％ 

申告 非課税枠内なら申告不要 必要 必要 

納付 翌年の 2 月～3月 翌年の 2 月～3月 死亡日から１０ヶ

月以内に申告・納付

相続税との

関係 

相続開始前３年以内の分は

相続財産に加算 

相続財産に贈与財産を

加えて相続税を計算 

 

メリット 相続財産を減らせるので、

相続税を減らせる。 

一度に多額の贈与がし

やすい 

 

 コツコツ暦年贈与すると節

税になりやすい 

賃貸アパートなど、将

来財産価値が上った場

合、節税になる 

 

  将来の相続の争いごと

を回避できる 

 

  将来の相続財産が基礎

控除の範囲内であり、

相続税が発生しないこ

とがわかりきっている

親子間においてはメリ

ット大！ 

（相続税も贈与税もか

からないため） 

 

デメリット 一度に多額の贈与をすると

そのぶん贈与税がかかる 

節税対策としては不向

き 

遺贈でも相続税は

かかる 

 証拠書類を残すなど最新の

注意が必要 

将来、相続税が改正さ

れた場合は課税される

可能性がある。 

生前贈与加算（３

年）あり。 

但し、贈与税を支払

っていた場合は相

続税から控除され

ます。 

  相続時に財産価値が下

落していた場合は損。

 

 

 

 

 

 子のための制度であっ

て、配偶者にとっての

制度ではない。 
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多額の相続税が予期で

きる資産家には不向き

相続税が安くなるわけ

ではない 

小規模宅地

の特例 

× × ○ （８０％減）

ただし、居住用、一

定の面積、申告期限

まで住むなど条件

あり。 

登録免許税 20/1000 20/1000 4/1000 

不動産取得

税 

（５ヶ月後

に通知が来

る） 

かかる かかる かからない 
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